
 

『４社に１社が増収増益見込む ２０１６年度―企業の意識調査』 
    

 帝国データバンクが実施した２０１６年度の業績見通しに関する企業の意識調査によると、「増収増

益（見込み）」と回答した企業は２５.９％で、前年度実績見込みに比べ２.０ポイント減ったものの、「減収

減益（見込み）」は３.９ポイントも減少した。１６年度業績は厳しい見方を強めながらも改善を見込む企業

が多くなっている。ただ、従業員５人以下の企業では、「増収」を見込むのは３社に１社にとどまる。 

 業績見通しの下振れ材料は「個人消費の一段の低迷」が４０.７％でトップ。以下、 「外需 （中国経済の

悪化）」  「所得の減少」が続いた。特に、中国経済の悪化は前回 （１５年３月調査） に比べ倍増しており、

中国の景気低迷に危機感を強めている。他方、上振れ材料は「個人消費の回復」が３８.４％でトップ。以

下、「公共事業の増加」  「原油・素材価格の動向」が続いた。安倍政権の経済政策 （アベノミクス） の成

果に対する企業の評価は、１００点満点中６０.３点。３年余りにわたるアベノミクスはなお６０点以上の好

評価を得ているが、１年前に比べ３.９ポイント低下しており、厳しい目で見る企業が増えている。特に中

小企業ほど厳しい視線を向けている。今回の調査は３月１７～３１日に全国２万３,３４２社を対象に実施。

回答率４５.５％。 
 

『軽減税率制度の最新情報 特設サイト開設―国税庁』 
         

 国税庁はこのほど、来年４月１日から導入される消費税の軽減税率制度について、制度に関する最

新情報を随時掲載するサイトを開設した。概要は、以下の通り。 

 【軽減税率とは】財務省発行のパンフレット 「平成２８年度税制改正」 のほか、国税庁によるリーフレット

を掲載。 

 【Ｑ＆Ａ】「制度概要編」では、対象となる課税資産の譲渡等、区分記載請求書等保存方式、税額計算

について、言葉の定義や細かい解説を計２３問掲載。 「個別事例編」では、「飲食料品の譲渡」 の範囲

等、飲食料品の輸入取引、外食の範囲、 「一体資産」の適用税率の判定、 「新聞の譲渡」の範囲等、区

分記載請求書等の記載方法等、に分けて極めて個別具体的な質問を計７５問にわたり盛り込んでい

る。今後、国民から寄せられた質問や疑問点を踏まえ、随時、追加や内容の改訂を行っていく予定。 

 【関係法令・通達】平成２８年２月５日提出の「所得税法等の一部を改正する法律案」（財務省ホーム

ページ）とともに、国税庁がこのほど出した「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達」を載せている。 

 【税務署を調べる】地図や各国税局の一覧から、各都道府県の所轄税務署や各国税局の所在地・案

内図等を示した国税庁のサイトを紹介している。 
 

                                出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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＜ゴールデンウィーク期間の休業のご案内＞ 
平成２８年５月３日（火）から５月５日（木）まで休業させていただきます。 

なお、５月９日はTimelyをお休みさせていただきますので、次回のTimely発信は 

５月１６日（月）の１１１９号です。よろしくお願いいたします。 

http://www.aoi-cms.com/

